
 

三宅村安全確保対策専門家会議設置要綱 

 
（目的） 
第１ 平成 15 年 3 月の三宅島火山ガスに関する検討会報告等に基づき、安全確保対策を専門的に

検討するため、三宅村安全確保対策専門家会議（以下「会議」という。）を設置する。 
 
（検討事項） 
第２ 会議は、次の事項を検討する。 

（１） 高濃度地区対策に関すること。 
（２） 高感受性者対策に関すること。 
（３） その他安全確保対策に関すること。 

 
（委員の委嘱） 
第３ 委員は村長が委嘱する。 
 
（座長） 
第４ 会議に座長及び副座長を置く。 
２ 座長は村長が指名し、副座長は座長が指名する。 
３ 座長は、会務を総理する。 
 
（召集等） 
第５ 会議は、村長の要請に基づき座長が招集する。 
２ 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることが出来る。 
 
（雑則） 
第６ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。 
 
附則 この要綱は、平成１６年６月２８日から施行する。 
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